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１．レベニューキャップ制度の概要
２．審査の進捗
（１）概要
（２）検証の一例
①事業計画（第14・15回料金制度専門会合）
②前提計画（第17回料金制度専門会合）
③次世代投資計画（第19回料金制度専門会合）
④制御不能費用（第18・21回料金制度専門会合）
⑤事後検証費用（第18・21回料金制度専門会合）
⑥事業報酬率（第18回料金制度専門会合）
⑦CAPEX費用（第19回料金制度専門会合）
⑧OPEX費用（第20回料金制度専門会合）

3 ．その他
今後のスケジュール及び検証を通じた効果



新たな託送料金制度の導入背景
 2030 年時点の電力需要は、人口減少や省エネルギーの進展等により、2013 年度とほぼ同レベルと見込ま

れている。
 こうした中で、再エネ電源の導入拡大に対応するため送配電網の増強が必要となっており、これが新たなコスト

増要因となっている。

東日本大震災前後から、需要は減少傾向
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①系統電力需要の減少 ②再エネ電源の導入拡大

（出典）電力広域的運営推進機関「広域系統長期方針」等より作成

東北北部等で
空き容量がゼロに

種別
設備容量（万kW） C:現状からの

増加率A:2030年断面 B:現状
地熱 約140~約155 52 170~200%
水力 4,847~4,931 4,650 4~6%
バイオマス 602~728 252 140～190%
風力(陸上) 918 約270 240%
風力(洋上) 82 -
太陽光(住宅) 約900 約760 20%
太陽光(非住宅) 約5,500 約1,340 310%
再エネ合計 12,989~13,214 7,324 77~80%

（出典）東北電力Webサイト、資源エネルギー庁「長期エネルギー需給見通し」より作成

＜2030年における再生可能エネルギー電源の導入見込み量＞
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新たな託送料金制度の導入背景
 加えて、今後、高度経済成長期に整備した送配電設備の更新に多額の資金が必要になると見込まれている。

 こうした事業環境の変化に対応するためにも、経営効率化等の取組によりできるだけ費用を抑制しつつ、再エネ
拡大や安定供給に向け、計画的かつ効率的に設備投資を行っていくことが求められる。

③送配電網に必要な設備更新投資
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託送料金制度改革の狙い
 今回の託送料金制度改革（レベニューキャップ制度）の狙いは、一般送配電事業者における必要な投資の

確保とコスト効率化を両立させ、再エネ主力電源化やレジリエンス強化等を図るものである。

 電力・ガス取引監視等委員会では、欧州の制度も参考にしながら、一般送配電事業者が、送配電費用を最
大限抑制しつつ、その設備投資がより能率的に行われるように、本制度設計の詳細検討を進めてきたところ。
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2019年8月26日
第30回総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 資料



レベニューキャップ制度の全体像
 レベニューキャップ制度では、国が示した指針に沿って、一般送配電事業者が、一定期間に達成すべき目標を

明確にした事業計画を策定し、実施に必要な費用をもとに収入上限を算定した上で、国に計画を提出する。

 一般送配電事業者は、一定期間ごとに収入上限について承認を受け、その範囲で柔軟に料金を設定できるこ
ととする。
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利益収入上限
（収入の見通し）

の算定

【国の承認】

期初
（規制期間開始時）

期中
（規制期間中）

事後
（規制期間終了時）

事業計画
の達成状況

を評価

収入上限を
超えて収入を
得ていないか
等の評価

収入上限を超えない範囲で料金設定

収入上限
指
針

事業計画の策定

・・・

収入上限

実
績
費
用

事業計画の策定

翌期

事業計画に基づき
送配電事業を実施

必要に応じて期中に評価

再エネ主力電源化や
レジリエンス強化等に向けた

投資を確実に実施

実績費用が収入上限を下回る場合、
効率化分は事業者の利益となる

効率化成果を翌期収入上限に
反映し系統利用者に還元



目標設定にあたっての考え方
 一般送配電事業者は、社会的便益の最大化という観点から、一般送配電事業者の業務におけるサービスレベ

ルの向上及び効率化、イノベーション推進、安全性や環境性への配慮、といった方向性を目指し、期制期間中
に達成すべき目標を設定する。

 具体的には、①安定供給、②再エネ導入拡大、③サービスレベルの向上、④広域化、⑤デジタル化、⑥安全
性・環境性への配慮、⑦次世代化といった目標分野を設け、さらに、各分野の具体的な目標項目を設定する。
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指針

目標分野

＜成果目標、行動目標のイメージ＞

分野例：安定供給
項目：停電量
項目：・・・・・

・
・
・
・

項目：仕様統一化
項目：・・・・・

・
・
・
・

分野例：広域化

成果を評価しやすい目標（成果目標）
例）安定供給を評価する観点から、
停電量を評価

行動を評価しやすい目標（行動目標）
例）広域化に向けた行動を評価する
観点から、仕様統一化の達成状況を
評価

※目標の設定にあたっては、項目によって、成果を評価しやすい目標（成果目標）、行動を評価しやすい目標（行動目標）があることから、
項目毎に評価のしやすい方を採用する。


